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（はじめに）
 個人情報を含むパーソナルデータの円滑な流通を実現するため、これまで内閣官房等で議論されて

きた個人の関与の下での新たなサービスを早期に立ち上げることが期待される。
 その一つである情報信託機能を提供するサービスについては、一定の要件を満たした者を社会的に

認知するため、民間の団体等による任意の認定の仕組みが望ましいとの提言がなされている。
 この認定の仕組みを有効に機能させるためには、個人情報保護法の趣旨も踏まえた、また、本人の

関与という要素を十分に取り込んだ「認定基準」や「モデル約款」が非常に重要となる。
 本検討会では以下の認識の下、認定基準等について検討を行ってきた。

• 新しいサービスを普及させるためには、利用者や社会の信頼を得ることが大切であり、一定の
信頼性を満たす者を認定するとともに、個人のコントローラビリティを確保する必要がある。

• 他方、このようなサービスは現時点では存在せず、今後、その出現が期待される分野であるた
め、サービスの内容やビジネスモデルを限定することは望ましくなく、様々なタイプのサービ
スが提供され、競争できるような認定基準とすることが必要である。

 本検討会では平成29年11月～平成30年4月までの計６回に及ぶ議論を踏まえ、認定基準等を「情
報信託機能の認定に係る指針ver1.0」（案）としてとりまとめた。

 今後、総務省による実証やこれからのサービスの展開を踏まえ、継続して議論・見直しを行ってい
くことが求められる。その際、ver1.0では対象外とした要配慮情報の扱いについても検討を行うべ
きである。

• 本指針は、①認定基準・②モデル約款の記載事項・③認定スキームから構成され、認定を行う団
体は、本指針に基づき、認定制度を構築・運用する

• 将来的には、認定基準及び認定スキームについては、本検討会及び認定団体において継続的に見
直しを行う（モデル約款は民間企業における多様な活動をサポートするため、例えば認定団体に
よって分野別に複数作られるなどに多様な進化をしていくもの）

＜認定に係る「指針」＞
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情報信託機能に関する検討の概要



情報信託機能に関する検討の経緯

（ポイント）
・パーソナルデータを含めた多種多様かつ大量のデータの円滑な流通を実現するためには、個人の
関与の下でデータ流通・活用を進める仕組み（情報銀行等）が有効。

・情報銀行等については、分野横断的なデータ活用に向けた動きが出始めており、今後、事業者、
政府等の連携により、その社会実装に向けて積極的に取組を推進する必要がある。

・本検討会で提示した分野横断的かつ基本的な課題、推奨ルール等を参考として、政府や消費者を
含めた多様な関係者が参画した実証実験等の取り組みが各分野で進められるとともに、自主ガイド
ラインを含めたルール作りについての議論が深まることで、国民・消費者の信頼・理解が得られて
いくことが期待される。

（ポイント）
・情報信託機能を担う者について、一定の要件を満たした者を社会的に認知するため、民間の団体
等によるルールの下、任意の認定制度が実施されることが望ましい。

・情報信託機能については、2017年夏以降、必要なルールを更に具体化するための実証事業を継続
するとともに、2017年中に、産学が連携して推進体制を整備し、任意の認定制度やルールの在り
方について検討し、年内に認定業務に着手することを目指す。

● データ流通環境整備検討会（内閣官房ＩＴ総合戦略室）
「AI、IoT時代におけるデータ活用ＷＧ 中間とりまとめ」（平成29年2月）

● 情報通信審議会（総務省）
「IoT／ビッグデータ時代に向けた新たな情報通信政策の在り方」第四次中間答申（平成29年7月）
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※ 本人には便益が還元されず、社会全体にのみ便益が還元される場合もある。

便益

情報銀行

情報銀行（情報利用信用銀行）とは、個人とのデータ活用に関する契約等に基づき、PDS
等のシステムを活用して個人のデータを管理するとともに、個人の指示又は予め指定した条
件に基づき個人に代わり妥当性を判断の上、データを第三者（他の事業者）に提供する事業。

「情報銀行」の定義

「AI、IoT時代におけるデータ活用ワーキンググループ 中間とりまとめの概要」（内閣官房IT総合戦略室）より 4



本検討会のスコープ

①事業者が本人の
指示等に基づき、
本人に代わり第三
者提供の妥当性を
判断するサービス

②本人が個別に第
三者提供の可否を
判断するサービス

②統計データ、
匿名加工情報を
扱うサービス

両方を備えるサービス
想定する認定対象

【想定される「認定」の対象】

加工前の個人情報、匿名加工
情報の両方を扱うサービス

想定する認定対象

①個人情報
を扱うサービス

（１）個人情報の提供に関する同意の方法 （２）データの種類

（３）データの収集方法
①事業主体が新た
に収集するデータ
を扱うサービス

②事業主体が他
サービスの提供等
によって既に保有
しているデータを
扱うサービス

両方のデータを扱う事サービス

想定する認定対象

 「情報信託機能」とは：個人とのデータ活用に関する契約等に基づき、個人のデータを管理する
とともに、個人の指示又は予め指定した条件に基づき個人に代わり妥当性を判断の上、データを
第三者（他の事業者）に提供する機能

 本検討会のスコープは、「個人情報」を扱う「情報信託機能」を有するサービスとする
（認定を行う民間団体が、自らの判断で幅広い事業などを認定することは想定される）
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※「要配慮個人情報」は、本検討会の対象としない
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とりまとめの基本的な考え方
 「認定基準」は、情報信託機能について一定の水準を満たす事業者を民間団体等が認定するという仕

組みのためのものであり、当該認定によって消費者が安心してサービスを利用するための判断基準を
示すもの。レベル分けは想定しない。

 提供する機能を消費者にわかりやすく開示するなど、消費者個人を起点としたデータの流通、消費者
からの信頼性確保に主眼を置き、事業者の満たすべき一定の要件を整理。データの信頼性などビジネ
ス上のサービス品質を担保するためのものではない。

 今後事業化が進む分野であるため、サービスの具体的内容や手法（データフォーマット等）はできる
だけ限定しない。

 なお、あくまで任意の認定であり、認定は事業を行うために必須ではない。

 「モデル約款」とは、消費者個人を起点としたサービスとして、また、個人情報の取扱を委任する
サービスとして、消費者の便益、委任の内容等について事業者と消費者の間の契約の標準的な内容を
示すもの。

 認定基準とモデル約款は本来別物ではあるが、消費者が安心して当該サービスを利用するためのもの
という点で、モデル約款の内容と認定基準のうち事業内容に係る要件は多くの共通の要素を有するも
のとなり、認定要件に準拠する形でモデル約款の記載事項を作成。

（認定基準について）

（モデル約款の記載事項について）
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【委員】

井上 貴雄
大日本印刷株式会社 ＡＢセンター コミュニケー
ション開発本部 副本部長

上原 哲太郎 立命館大学情報理工学部情報システム学科
教授

加毛 明 東京大学大学院法学政治学研究科 准教授

越塚 登
東京大学大学院情報学環 ユビキタス情報社会
基盤センター長・教授

小林 慎太郎

株式会社野村総合研究所 ＩＣＴ・メディア産業コ
ンサルティング部
パブリックポリシーグループマネージャー／上
級コンサルタント

○ 宍戸 常寿 東京大学大学院法学政治学研究科 教授

立谷 光太郎 株式会社博報堂 執行役員

田中 邦裕 さくらインターネット株式会社 代表取締役社長

長田 三紀 全国地域婦人団体連絡協議会 事務局長

日諸 恵利
みずほ情報総研株式会社 社会政策コンサル
ティング部 チーフコンサルタント

古谷 由紀子 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コン
サルタント・相談員協会 常任顧問

森 亮二 英知法律事務所 弁護士

若目田 光生
一般社団法人日本経済団体連合会 情報通信
委員会企画部会 データ戦略ＷＧ 主査
日本電気株式会社 データ流通戦略室長

【オブザーバー】

真野 浩
一般社団法人データ流通推進協議会 代表
理事

【関係省庁（オブザーバー）】

内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室

個人情報保護委員会事務局

【事務局】

一般社団法人日本ＩＴ団体連盟

株式会社富士通総研（※調査協力のみ）

≪ 開催実績 ≫
・第１回 ２９年１１月７日（火）
・第２回 ３０年１月１０日（水）
・第３回 ２月２３日（金）
・第４回 ３月２３日（金）
・第５回 ４月１９日（木）
・第６回 ４月２４日（火）

「情報信託機能の認定スキームに関する検討会」構成員
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情報信託機能の認定基準
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１）事業者の適格性

認定基準 具体的基準（案）

項目 内容
①経営面の要件 ・法人格を持つこと

・業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有していること
（例）直近（数年）の財務諸表の提示（直近2ヵ年で経常赤字ないこと、債務超過がないこ
と） 等
・損害賠償請求があった場合に対応できる能力があること（又は賠償責任保険に加入するなど
担保すること）
（例）一定の資産規模がある、賠償責任保険に加入している 等

②業務能力など ・個人情報保護法を含む必要となる法令を遵守していること
・個人情報の取り扱いの業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有し、社会的信用
を有するよう実施・ガバナンス体制が整っていること
（例）類似の業務経験を有する、Pマーク・ISMS認証などの認証を有している 等
・認定の対象となる事業が限定される場合、事業者は申請の対象となる事業の部分を明確化
すること
・プライバシーポリシーが策定されていること
・情報提供先との間で契約を締結することで管理体制などを把握できること
（例）十分な人的体制が整備されている、従前より取引がある 等
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項目 内容
基本原則 ・セキュリティに関する十分な人的体制（組織体制含む）を確保していること、データ量が増

加した場合でも十分なセキュリティ体制を講じることができる体制を有すること
（十分なセキュリティ対策の例）
・外部アタックテストなどの定期的セキュリティチェックを実施すること
・セキュリティ対策のためのインシデント対応訓練やセキュリティ研修などを定期
的に実施すること
・セキュリティ情報を収集・交換するための制度的枠組みに加盟すること

・個人情報の取り扱いについて、Pマーク又はISMS認証の取得（業務に必要な範囲の取得
を行っていること）していること
・個人情報保護法の安全管理措置として保護法ガイドラインに示されている基準を満たして
いること、また、業法や業種別ガイドラインなどで安全管理措置がある義務付けられている場
合にはそれを遵守していることを示すこと。

２）セキュリティ基準①十分なデータを管理するセキュリティ体制や施設を確保できるよう、下記基準を満たすこと
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項目 内容
情報セキュリティ方針策定 ・情報セキュリティのための方針を策定し、経営層、取り扱う従業員層への周知、必要に応じた方針の見直し、更新

情報セキュリティ組織 ・責任者の明確化、組織体制を構築
・セキュリティ情報を収集・交換するための制度的枠組みに加盟すること

人的資源のセキュリティ ・経営層は取り扱う従業員へのセキュリティ方針及び適用順守､個人情報を扱う担当者の明確化
・情報セキュリティの意識向上，教育及び訓練の実施

資産の管理 ・情報及び情報処理施設に関連する資産の特定、適切な保護の責任を定めること
・固有のデータセンターを保有していること、又はそれと同等の管理が可能な委託先データセンターを確保していること
外部クラウドを活用する場合には当該クラウド利用契約上のセキュリティ要件などで担保されていることを示すこと
・情報を取り扱う機器等からデータを削除・廃棄が必要となった場合にそれが可能な体制もしくは仕組みを有すること
・対象となる事業で扱うデータが他事業と明確に区分され管理されていること

アクセス制御 ・情報及び情報処理施設へのアクセスを制限するため、その方針を定めること
・アクセス制御方針にしたがって適切な運用されること（システムなどへのログインの手順の明確化、パスワード管理システムなど）

暗号 ・情報の機密性、真正性、完全性を保護するため暗号の適切で有効な利用をすること
・使用する暗号技術については、CRYPTREC暗号リスト（電子政府推奨暗号リスト）に規定されているものを利用すること

物理的及び環境的セキュリ
ティ

・自然災害，悪意のある攻撃又は事故に対する物理的な保護を設計、適用すること
・情報及び情報処理施設への入退室管理、情報を扱う区域の管理、定期的な検査を行うこと
外部クラウドを活用する場合には当該クラウド利用契約上のセキュリティ要件などで担保されていることを示すこと
・情報を取り扱う機器等のソフトウェア、ハードウェアなど最新の状態に保持すること、セキュリティ対策ソフトウェアなどを導入すること

運用のセキュリティ ・情報処理設備の正確かつセキュリティを保った運用を確実にするため操作手順書・管理策の策定、実施
・マルウェアからの保護のための検出、予防、回復の管理策の策定、実施
・ログ等の定期的分析により、不正アクセスの検知に関する対策を行うこと、情報漏えい防止措置を施すこと
・技術的ぜい弱性管理、平時のログ管理や攻撃監視などに関する基準が整備されていること

通信のセキュリティ ・システム及びアプリケーション内情報保護のためのネットワーク管理策、制御の実施
・自ら提供するか外部委託しているかを問わず、全てのネットワークサービスについて、セキュリティ機能、サービスレベル及び管理上
の要求事項の特定
・情報サービス，利用者及び情報システムは，ネットワーク上で，グループごとに分離
・組織の内部及び外部に転送した情報のセキュリティを維持するための対策
・通信経路又は内容の暗号化などの対応を行うこと

２）セキュリティ基準②（例）
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２）セキュリティ基準③（例）

項目 内容

システムの取得・開発・保守 ・情報システム全般にわたり情報セキュリティを確実にするため、新しいシステムを取得、既存システムの改善時要求事
項としても情報セキュリティ要求事項を必須とすること。
・開発環境及びサポートプロセス（外部委託など）においても情報セキュリティの管理策を策定、実施

（供給者関係） ・供給者との間で、関連する全ての情報セキュリティ要求事項を確立、合意、定期的監視
・ICTサービス・製品のサプライチェーンに関連する情報セキュリティリスク対処の要求事項を含む

情報セキュリティインシデント管理 ・情報セキュリティインシデントに対する迅速、効果的な対応のため責任体制の整備、手順の明確化
・漏洩など事故発生時の対応体制、報告・公表などに関する基準が整備されていること
・定期的な脆弱性検査に関する基準や脆弱性発見時の対応体制などが整備されていること

事業継続マネジメントにおける情
報セキュリティの側面

・情報セキュリティ継続を組織の事業継続マネジメントシステムに組み込むこと

順守 ・情報システム及び組織について、全ての関連する法令、規制及び契約上の要求事項などを順守
・プライバシー及び PII の保護は、関連する法令及び規制の確実な順守
・定めた方針及び手順に従って情報セキュリティが実施・運用されることを確実にするための定期的なレビューの実施

※JISQ２７００１：2014の附属書Aの項目を参照。
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項目 内容

①基本理念 「データは、個人がその成果を享受し、個人の豊かな生活実現のために使うこと」の趣旨を
企業理念に活用し、その理念の実現のためのガバナンス体制の構築を定め経営責任を明
確化していること

②相談体制 ・個人や事業者から、電話や電子メール等による問い合わせ、連絡、相談等を受け付ける
ための窓口を設けており、相談があった場合の対応プロセスを定めていること

③監査体制 以下を満たす、社外委員を含む監査体制を設置していること（データ監査審議会（仮
称））
・構成員の構成例：エンジニア（データ解析や集積技術など）、セキュリティの専門家、
法律実務家、データ倫理の専門家、消費者等
・データ利用に関する契約や利用方法、提供先第三者などについて適切性を審議

④透明性（定期的な報
告・公表）

・提供先第三者、利用目的、契約約款に関する重要事項の変更などを個人にわかりやす
く開示できる体制が整っていること、透明性を確保すること

⑤認定団体との間の契
約

・認定団体との間で契約を締結すること（認定基準を遵守すること、更新手続き、認定基
準に違反した場合などの内容、認定内容に大きな変更があった場合は認定団体に届け出
ることなど）

３）ガバナンス体制
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４）事業内容について
項目 内容

契約約款の策定 ・認定団体が定めるモデル約款に準じた契約約款を作成・公表していること（又は認定後速やかに公
表すること） （個人との間、（必要に応じて）情報提供元・情報提供先事業者との間）

個人への明示及び
対応

以下について、個人に対しわかりやすく示すとともに個人情報の利用目的及び第三者提供について個
人情報保護法上の同意を取得すること
・情報銀行の行う事業及び対象とする個人情報の範囲、事業による便益
・対象となる個人情報とその取得の方法、利用目的
・個人情報の第三者提供を行う場合の提供先第三者及び利用目的に関する判断基準及び判断プ
ロセス
・情報銀行が提供する機能と、個人がそれを利用するための手続き
・個人が相談窓口を利用するための手続き

情報銀行の義務に
ついて

以下の要件を満たすとともに、モデル約款に準じて約款等に明記し、個人の合意を得ること
・個人情報保護法上の同意の取得をはじめ、法令を遵守すること
・個人について認定基準のセキュリティ基準にもとづき、安全管理措置を講じ、セキュリティ体制を整備し
た上で維持・管理を行うこと
・善管注意義務にもとづき、個人情報の管理・利用を行うこと
・対象とする個人情報及びその取得の方法、利用目的の明示
・個人情報の第三者提供を行う場合の提供先第三者及び利用目的に関する適切な判断基準（認
定基準に準じて判断）の設定・明示
・個人情報の第三者提供を行う場合の適切な判断プロセスの設定・明示（例：データ監査審議会の
審査・承認など）
・個人情報の提供先第三者及び当該提供先第三者の利用目的の公表
・個人が自らの情報の提供に関する同意の撤回（オプトアウト）を求めた場合は、対応すること
（提供先第三者との関係）
・個人情報の第三者提供を行う場合、当該提供先からの個人情報の再提供は禁止する
・個人情報の提供先第三者との間での提供契約を締結すること
・当該契約において、提供契約には、必要に応じて提供先第三者に対する調査・報告の徴収ができる、
損害賠償責任、提供したデータの取扱いや利用条件など規定すること
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４）事業内容について
項目 内容

機能について ＜認定要件＞
個人が情報銀行に委任した情報の取り扱いについてコントロールできる下記の機能を有す
ること
その他の機能があれば、それを示すこと
・第三者提供の条件（提供先、利用目的等）の指定
・個人の情報がどこに提供されたのかの履歴を閲覧する機能
・個人が情報銀行へ情報提供をしない旨の意思表示又は自らの情報提供の同意の撤回
（＝データ提供の停止）をする機能

＜その他の機能の例示＞
・同意取得の例（包括的同意の他、個別同意、定期的同意、わかりやすいUI確保などの
観点からダッシュボード的表示など）
・トレーサビリティを透明化するその他の機能（提供日時、データ項目等の閲覧）
・個人の同意の撤回について、個別の個人情報や特定の第三者提供の停止の選択
・データポータビリティ機能（個人から提供されたデータの別の事業者への移転、個人のデー
タの本人への提供等）
・データ収集方法の例（提供元事業者が保有する個人情報を情報銀行が取得する場合、
当該提供元事業者から取得する場合や、個人主導で提供元事業者からダウンロードし情
報銀行に提供する場合など多様な仕組みの手法）

責任の範囲について ・消費者契約法など法令を遵守した適切な対応をすること
・情報銀行は、個人との間で苦情相談窓口を設置し、一義的な説明責任を負う。
・提供先第三者に帰責事由があり個人に損害が発生した場合は、情報銀行が個人に対し
損害賠償責任を負う



便益 合意・情報の提供 データ監査審議会（仮称）

エンジニア、セキュリティ専門家、
法律実務家、データ倫理専門家、
消費者代表、メディア関連専門家

定期報告

・契約内容・利用状況の審査
・利用停止の権限

利活用

監査体制（データ監査審議会（仮称））のイメージ
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事業者

・第三者提供先の
審査、判断
・利用目的・契約内容などの
審査、判断
・議事録の公開
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情報信託機能のモデル約款の記載事項
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〔契約上の合意関係〕
■ 情報信託機能を提供する「情報銀行」のサービスについて、債権債務の内容や

情報銀行の責任範囲を明確化するため、個人と情報銀行の間を委任関係に関する
契約上の合意と整理することとする。

■ 「委任関係」とは、個人に代わって妥当性を判断の上、個人情報を適切に管理･
利活用（第三者提供等）することについて、個人が情報銀行に委任する関係とする。

■ このような委任関係を、より個人のコントローラビリティを確保した、消費者
個人を起点としたサービスの実現に資するものとするためのとなり、消費者への
便益や委任の内容などの具体的合意条件を契約関係として整理する標準的な契約
条項である「モデル約款」の記載事項として示し認定事業者がこれを作成することが
重要。

■ その際、内容を契約等でわかりやすく整理し、個人情報保護法上の第三者提供にお
いても有効な包括的同意が取得できるよう整理することが重要。

個人情報の提供に関する契約上の合意の整理
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委任関係に関する
契約上の合意

＜委任の内容＞
・個人情報を個人のために
管理・利用（第三者提供）する業務

＜情報銀行の義務＞
・個人情報保護法上の同意取得などの遵守
・安全管理措置、セキュリティ体制を整備
・監査体制整備
・第三者提供を行う場合の義務 等

委任

受任

※個人情報保護法上の第三者提供・利用目
的の変更の同意を満たすことが必要

個人 情報銀行

監査組織
（例：データ監査審議会）

監査、審議、公表

個人情報の提供に関する契約上の合意の整理
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・モデル約款の記載事項を踏まえ、認定団体において、モデル約款を策定

・認定を受ける情報銀行は、当該モデル約款を準拠の上、それぞれの約款を作成すること

１）目的
個人からの委任にもとづき、個人情報を含む個人のデータを当該個人の利益を図るために適正に管理・利用
（第三者提供を含む）することについて定めること

２）定義
本委任契約の対象となる「個人情報」には「要配慮個人情報」「クレジットカード番号」「銀行口座番号」は
含まない

３）情報銀行の行う業務範囲
情報銀行は、個人に代わって当該個人データについて、当該個人の合理的利益が得られるような活用
手法、情報提供先の選定、第三者提供、個人データの維持・管理、業務の適切な提供・改善のための
利用などを行う。（情報銀行は、それぞれが行う業務の内容、便益、データ範囲などを明記）

４）情報銀行が担う義務
（事業全体）
・個人情報保護法に定める義務を遵守すること
・個人情報について安全管理措置を講じ、セキュリティ体制を整備した上で維持・管理を行うこと
・善管注意義務にもとづき、個人情報の管理・利用を行うこと

モデル約款の記載事項（案）

１ 個人と情報銀行の間
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４）情報銀行が担う義務（つづき）
（個人情報の取扱いについて）
・対象とする個人情報及びその取得の方法、利用目的の明示
・個人情報の第三者提供を行う場合の提供先及び利用目的についての判断基準（認定基準に準じて判断）の明示（提
供後に適切なセキュリティの下でデータ管理が行われることを判断基準に含める）
・個人情報の第三者提供を行う場合の判断プロセスの明示（例：データ倫理審査委員会(仮称)による審査・承認）
・個人情報の第三者提供に関する同意の取得方法の明示
・個人情報の提供先第三者及び当該提供先第三者の利用目的の明示
・個人が自らの情報の提供に関する同意の撤回（オプトアウト）を求めた場合は、対応すること
・情報銀行の行う事業による便益（一般的便益にくわえ、具体的事業内容にてらした便益を含む）の明示

（提供先第三者との関係）
・個人情報の第三者提供を行う場合、当該提供先からの再提供は禁止する
・個人情報の提供先第三者との間での提供契約を締結すること
・当該契約において、必要に応じて提供先第三者に対する調査・報告の徴収ができることを記載すること

５）プライバシーポリシーの適用
・情報銀行は当該情報銀行が定め公表しているプライバシーポリシーで定める内容を遵守すること

６）情報銀行の機能について
個人が情報銀行に委任した情報の取り扱いについてコントロールできる機能の明示
（下記の機能に加え、その他の機能があれば、それを示すこと）
・第三者提供の条件（提供先、利用目的等）の指定
・個人の情報がどこに提供されたのかの履歴を閲覧する機能
・個人が情報銀行へ情報提供をしない旨の意思表示又は自らの情報提供の同意の撤回（＝データ提供の
停止）をする機能

７）個人の指示に基づいて、個人情報を情報提供元事業者から情報銀行に移行する場合は、個人は、
情報提供元事業者との間で、事前に情報の移行に関する了承を得ること（個人からの依頼に基づき、
情報銀行が情報提供元事業者に情報の移行に関する了承を得ることを含む）
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８）個人は情報銀行が委任内容を適切に運営できるよう、情報銀行から必要に応じて確認など求めがあった
場合（※）には適切に対応につとめること ※過剰な内容の求めとならないよう留意すること

９）相談窓口
・情報銀行は個人からの相談への対応体制を設けること

10）重要事項の変更
・個人情報の取得・提供などに関する約款内容に重要事項に変更がある場合には、事前通知を行うこと、
同意を得ること

11）損害賠償責任
・消費者契約法など法令を遵守した適切な対応をすること
・情報銀行は、個人との間で苦情相談窓口を設置し、一義的な説明責任を負う。
・提供先第三者に帰責事由があり個人に損害が発生した場合は、情報銀行が個人に対し損害賠償責任
を負う

12）事業終了時、事業譲渡時、契約解除時の扱いについて
・情報銀行に関する事業を終了、譲渡する又は、契約解除を行う場合の対応、個人情報の取り扱いに
ついて規定すること
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１）提供されるデータの「形式」「提供方法」等に関する規定
２）情報銀行側での情報の利用範囲や取扱条件の制限に関する規定（個人と情報提供元との間に事前に情報

の移行に関する同意がある場合の規定、個人からの依頼に基づき、情報銀行が情報提供元事業者に情報の移
行に関する了承を得る場合の既定）

３）情報漏えい等のインシデント発生時には、速やかに情報提供元へ通知すること

４）情報漏えいの際の原因究明に向けた、情報銀行との協力体制などに関する規定、損害賠償責任に関する規定

５）情報提供環境のセキュリティ要件(ネットワーク経由でデータ提供する場合のVPNの設定等)に関する規定

２ 情報銀行と情報提供元との間

３ 情報銀行と情報提供先との間

１）提供されるデータの「形式」「提供方法」等に関する規定

２）提供先事業者における情報の利用範囲や取扱条件の制限に関する規定（個人から同意を得ている利用目的
の範囲内での活用、個人が第三者提供の同意を撤回した場合の対応）

３）情報提供先は情報漏えい等のインシデント発生時には、速やかに情報銀行へ通知すること

４）情報漏えいの際の原因究明に向けた、情報銀行との協力体制などに関する規定、損害賠償責任に関する規定

５）情報提供環境のセキュリティ要件(ネットワーク経由でデータ提供する場合のVPNの設定等)に関する規定
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情報信託機能の認定スキーム



認定団体の認定スキーム（案）
１）認定団体の適格性について
・独立性、中立性、公平性などが担保されていること

２）認定する際の審査の手法
・認定申請者による申請フォーマットの入力
・それにもとづいた、事務局によるヒアリング、有識者を構成員とする認定委員会による審査
・認定料の設定 ・更新手続きの設定

３）認定証について
・認定団体が情報銀行に認定を行った場合、認定証を交付するものとする。
認定証には、認定団体名が明記されていること。
・情報銀行は当該認定証をHPなどで提示する（認定申請時に、認定を受ける業務範囲を限定した事業者は、
認定証の提示は当該認定を得た事業範囲のみとする）
・認定団体は、認定者リストをHPなど含めて掲示する
・認定団体は認定を受けていない事業者（取り消し事業者、認定期限を超過した事業者を含む）が認定証を無断で
使用していることが判明した場合は、適切な対応をすること

４）認定された情報銀行が、認定内容に違反した場合、個人情報漏洩が起こった場合の対応
・認定基準に違反した場合は、認定の留保、一時停止、停止、認定の取り消し、
事業者名の公表などを含めて検討し、第三者委員会（監査（諮問）委員会）に諮問、判断

５）認定団体と認定事業者との間の契約
・認定団体と認定事業者との間で契約を締結すること
・当該契約内容には、認定基準を遵守すること、更新手続き、認定基準違反時の対応、認定団体が認定事業
者に対して、認定などに必要となる検査、報告徴収などできるようにすることなどを含める

６）認定団体の運用体制
・事務局 ・認定委員会 ・相談窓口
･第三者組織（監査（諮問）委員会、データ審議会）（有識者、消費者、セキュリティ専門家など含む構成とする） 25



監査（諮問）委員会

認定委員会

審査担当

審査報告書等
認定の可否
を決定

苦情等窓口

公平性等についての助言

公平性等についての諮問

申請事業者（情報銀行）個人

・認定
・更新
・認定の停止/取消など

申請

認定団体

認定団体の運用スキーム（案）

 審査の手法
 認定内容に違反した場合の対応
 運用体制
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